
 令和８年３月27日付け新潟県公安委員会規則第４号（組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則） 

 29ページから30ページまでの 

「 

新潟西 

上越 

警務課 警察本部警務部総務

課、教養課、広報広聴課、

監察官室及び情報技術企

画課の所掌に属する事

務、警務部警務課の所掌

に属する事務（第５条第

15号に掲げる事務を除

く｡)、警務部装備施設課

の所掌に属する事務のう

ち第７条第１号及び第２

号に掲げる事務、警務部 

  厚生課の所掌に属する事

務のうち第９条第１号及

び第５号に掲げる事務並

びに市警察部企画調整課

の所掌に属する事務（新

潟潟西警察署に限る｡) 
 

新潟西 警務課 警察本部警務部総務

課、教養課、広報広聴課、

監察官室及び情報管理課

の所掌に属する事務、警

務部警務課の所掌に属す

る事務（第５条第14号に

掲げる事務を除く｡)、警

務部装備施設課の所掌に

属する事務のうち第７条

第１号及び第２号に掲げ

る事務、警務部厚生課の

  所掌に属する事務のうち

第９条第１号及び第５号

に掲げる事務並びに市警

察部企画調整課の所掌に

属する事務 

 
 

                                                 」 

は、 

「 

新潟西 

上越 

警務課 警察本部警務部総務

課、教養課、広報広聴課、

監察官室及び情報技術企

画課の所掌に属する事

務、警務部警務課の所掌

に属する事務（第５条第

15号に掲げる事務を除

く｡)、警務部装備施設課

の所掌に属する事務のう

ち第７条第１号及び第２

号に掲げる事務、警務部 

  厚生課の所掌に属する事

務のうち第９条第１号及

び第５号に掲げる事務並

びに市警察部企画調整課

の所掌に属する事務（新

潟西警察署に限る｡) 
 

新潟西 警務課 警察本部警務部総務

課、教養課、広報広聴課、

監察官室及び情報管理課

の所掌に属する事務、警

務部警務課の所掌に属す

る事務（第５条第14号に

掲げる事務を除く｡)、警

務部装備施設課の所掌に

属する事務のうち第７条

第１号及び第２号に掲げ

る事務、警務部厚生課の

  所掌に属する事務のうち

第９条第１号及び第５号

に掲げる事務並びに市警

察部企画調整課の所掌に

属する事務 

 
 

                                                 」 

の誤り。 

 


